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関 西 意 匠 学 会 会 則

第1章 総 則

第1条 本会を関西意匠学会と称する。

第2条 本会の事務所を当分の間,京 都学芸大学構成研究室に置 く。

第2章 目的 及 び事 業

第3条 本会は意匠に関する会員相互の研究により,意 匠学の進展を図ること

を,目 的 とする。

第4条 本会は次の事業を行 うことができる。

1.各 種研究会の開催。 、

2.機 関誌その他の編集又は発行。

3.意 匠に関する研究者共同の便宣,利 益を図るための諸活動,及 び

諸事業。

4.そ の他本会の目的達成に必要な事業。

第3章 会 員

第5条 本会の会員は正会員,法 入会員,賛 助会員とする。

1.正 会 員 意匠各部門の研究又 は従事者であり,会 費を納ズ顎

者。

2.法 人会員 法人又 は団体の名において,本 会の事業に 参 加 す る

者。当該法人に所属する職員五名以内が,本 会主催の諸集会,各

種研究会に出席す ることができる。

3.賛 助会員 本会の事業に賛同する後援者。

第4章 役 員

第6条 本会に左の役員を置 く。
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会 長 一 名

委 員 若 干 名

幹 事 若 午 名

第7条 会長は委員の推薦による。

第8条 委員及び幹事は正会員申より選出し,委 員の互選により委員長一名を

定める。

第9条 委員会は本会運営の方策を協議し,幹 事は運営の事務を担当する。

第10条 役員の任期は二年 とする。但 し,再 選を妨げない。

第11条 本会に顧問を置 くことがで きる。顧問は委員会が推薦し,会 長がこれ

を委嘱する。

第5章 会 議

第12条 会議は総会及び委員会とする。

総会は年一回これを開 く。別に委員会が必要 と認めた場合,又 は,正

会員総数の三分の二以上あ要求ある時 これを蘭 く。

第13条 総会の決議により会則を変更することがで きる。

第6章 会 計

第14条 本会の経費は会費及び補助費その他を以って.これに当てる。

第15条 本会の会計は四月一日より始ま り翌年三月三十一日に終る。

第16条 会費は総会YZい て決定する。

正 会 員 年額800円

法人会員 一口3,000円

賛助会員 委員会が これを定める。

(一口 年10,000円)
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一 編 集 後 記 .

○編集 には主 として,元 井,向 井,城,榊 原憂 北根,伊 藤が 当っ規 広告の取

材 にいっ も乍 ら林氏の協力が有難い。 。,,.・.

Or年 に二回の発刊の公約がか くも見事 に狂 うと,編 集 陣は ノイローゼを通 り:

越 して,解 散 を して世論 を世に問いたい。

○ こん な とき,最 後に ピンチ ヒッター となって下 さった;山 崎氏,申 村氏が神

様,仏 様 に見 え る。厚 く感謝の意 を表 します 。

○内容 は固い理論が多す ぎ とるい う声 を聞いたので,も う少 し,や わ らか く,

実 技面 に も力 を注 ぐべ く,努 力 したが,ま だ もの足 りない所が あるか と思 う

が御辛捧願いた い。

○ともか くも,オ リジナル原稿で,第2号 が出羣たことは,会 員諸氏のお薩だ

と啓謝 しrお ります。 、

○最後に,レ イアウ ト,印 刷を引き受1ナてくれた,萬 年社の北根氏に感激!!

(中西記)

デ ザ イ ン 理 論.第2号

1963年11月11日 発 行 一 非 売 品一

編 集 発 行 関西意匠学会会誌編集委員会

京都市東山区今熊野京都市立美

術大学芸術学研究室内
元 井 能
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